
 

 

 

本部町立博物館の設置及び管理に関する 

条例の一部を改正する条例 
 

本部町立博物館の設置及び管理に関する条例（昭和 57年条例第 6号）

の一部を次のように改める。 

 

 

 

 

別表 3（第 9条関係）  町民ギャラリー 

 

区分 

使用料 

午前 9時から 

午後 10時まで 

冷房使用料 

入場料を 

徴収する場合 

1時間につき 

500円 

1時間につき 

300円 

入場料を 

徴収しない場合 

1時間につき 

300円 

1時間につき 

300円 

 

 

本部町立博物館町民ギャラリー

使用料金表 


